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令和８年草加市議会議会運営委員会要点記録（第６回） 

 

◆開会年月日  令和８年２月２５日（水曜日） 

◆開催の場所  第３委員会室 

◆出席委員   佐 藤 利 器  委 員 長   矢 部 正 平  委  員 

        堀 込 彰 二  副委員長   佐 藤 憲 和  委  員 

        森     覚  委  員   白 石 孝 雄  委  員 

        平 山 杏 香  委  員   関   一 幸  委  員 

        木 村 忠 義  委  員 

◆欠席委員   中 島 綾 菜  委  員 

                                                                           

◆協議事項   １ 草加自民党・無所属の会からの代表質問に係る申し入れについ

て 

                                                                           

※ 金井副議長及び中島委員は体調不良のため、欠席。 

 

◆議事内容 

午前１０時０７分開会 

 

１ 草加自民党・無所属の会からの代表質問に係る申し入れについて 

   昨日の代表質問を踏まえて、白石議員及び田中議員から次のとおり申し入れが

あったため、対応について御協議いただきたい。 

   （申し入れ内容） 

   ① 質問者については、答弁の時間も含めて、会派の発言時間内で終わるよう

に配慮していただきたい。 

   ※「申し入れの内容のとおりだと思う。」＜関委員＞ 

   ※「公明党の代表質問は本日行う予定で準備をしていたが、昨日の申し入れを

受け、急遽日程が変更となったことも影響している。時間内に終わる想定で

はあったが、気を付けなければならない。」＜森委員＞ 

   ※「質問時間が長ければ、答弁を聞く時間が短くなるだけだと思う。申し入れ

があったということであれば、配慮する。」＜佐藤憲和委員＞ 

   ※「代表質問は答弁も含めて発言時間内に終わるよう、質問者各自が注意する

ということを、議会運営委員会の確認事項とすることでよいか。」 

   ※「よい。」＜全委員＞ 

   → 代表質問は答弁も含めて発言時間内に終わるよう、質問者各自が注意する

ことを議会運営委員会の確認事項とすることを決定 

   ② 答弁者については、議長から市長に、市民に分かりやすく答弁するように

お伝えいただきたい。 

   ※「昨日の状況を考えると、発言時間内に全ての質問に対して答弁するという

市長の配慮の結果だと思う。しかし答弁を聞いている市民からすれば、分か

りづらいのは確かだと思うので、申し入れのとおりでよい。」＜関委員＞ 

   ※「発言時間内に全ての質問に答弁するという誠意は伝わり、感謝している。
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しかし、市民に分かりやすく答弁するということにも配慮が必要だと思うの

で、申し入れのとおりでよい。」＜森委員＞ 

   ※「発言時間内に全ての質問に答弁するという誠意だったように思う。発言時

間への配慮は、質問する議員が考えるべきことであって、この件は市長に申

し入れる必要はないとは思うが、質問をした公明党が申し入れしてもよいと

いうことであれば、申し入れても構わない。」＜佐藤憲和委員＞ 

   → 議長から市長に、市民に分かりやすく答弁するように伝えることを決定 

   ※「各委員の意見にもあったとおり、配慮の下であのような対応をしていただ

いたと思っているので、決して市長を責めるようなことはしない。配慮して

いただいたことを前提としながら、答弁中に発言時間が切れてしまっても、

市民に分かりやすい答弁でよいことを伝えたいと思う。」＜鈴木議長＞ 

   ※「答弁にどれくらい時間がかかるのか議会事務局でも把握していないような

ことを聞いたが、答弁の時間も発言時間に含むならば、答弁に要する時間が

分からないと時間配分を調整できない。」＜白石委員＞ 

   ※「過去には答弁書を議会事務局がもらえていた時もあったので、総務部と調

整させていただく。」＜武田事務局長＞ 

   ※「施政方針はいつ完成したのか。」＜関委員＞ 

   ※「告示日（２月１０日）に議会に送付があり、私が完成した施政方針を確認

したのも同日である。」＜武田事務局長＞ 

   ※「これまでは一般質問などでも、質問日の２日前までに執行部が答弁書を完

成させていたと思うが、最近は完成が前日になるなど遅くなっている。それ

に対する改善は何度も市長に申し入れていると思うが、改めて、質問日の２

日前までに答弁書を完成するよう申し入れできないか。」＜関委員＞ 

   ※「質問日の２日前までに答弁書を完成させるのは、あくまでも執行部内での

ルールであり、執行部と議会で答弁書の完成期限等のルールを協議したこと

はない。」＜武田事務局長＞ 

   ※「代表質問が今年から一問一答式となったが、答弁書が出てくるのが遅いと

再質問の調整ができない。一般質問においても、同様に質問を早く出しても

答弁書が返ってくるのが質問日の直前となっている。執行部にも答弁書を速

やかに出すことについて協力するよう伝えてほしい。」＜佐藤憲和委員＞ 

   ※「答弁調整において、答弁書を速やかに出してもらえるよう議長から市長へ

伝えてもらうということでよいか。」＜佐藤利器委員長＞ 

   ※「よい。」＜全委員＞ 

   ※「市長へ伝える。」＜鈴木議長＞ 

   → 議長から市長へ、答弁調整において答弁書を速やかに出すよう伝えてもら

うことを決定 

 

午前１０時２５分閉会 

                                                                           

◆配付資料  ・ 議会運営委員会協議事項 
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           議会運営委員会協議事項 

 

                          令和８年２月２５日（水） 

                               第３委員会室 

 

＜開会前＞ 

 ※金井副議長及び中島委員は体調不良のため、欠席する。 

 

１ 草加自民党・無所属の会からの代表質問に係る申し入れについて 

   昨日の代表質問を踏まえて、白石議員及び田中議員から次のとおり申し入れが

あったため、対応について御協議いただきたい。 

   （申し入れ内容） 

   ① 質問者については、答弁の時間も含めて、会派の発言時間内で終わるよう

に配慮していただきたい。 

   ② 答弁者については、議長から市長に、市民に分かりやすく答弁するように

お伝えいただきたい。 

 


